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《道路舗装新設事業》

会計区分 事業類型 施設整備系

担当係

事業番号 245
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一般会計 担当課

事務事業名 担当部
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根拠法令・個別計画

総合計画

分野別計画

予算区分

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

市民が安心して生活でき、また沿線住民の利便の向上をめざし、安全走行の確保を図る。

内容

（手段）

道路

事業期間

円滑に移動できる道路を整備します

平成１２年度以前

都市基盤
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道路課

道路係

4

道路法

3

平成３０年度以降

◆２５年度実施内容

・生活環境に配慮して、地元要望に基づく未舗装道路の整備を行う。

・工事の設計、積算及び施工管理に関する事務

◆２５年度直接経費の内訳

【委託業務内容】

　設計、測量等の委託（委託料：5,680千円）

【工事の内容】

　道路舗装新設事業L=940m(工事契約額：13,661千円）
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　道路舗装新設事業L=940m(工事契約額：13,661千円）

◆２６年度直接経費の内訳

【委託業務内容】

　設計、測量等の委託（委託料：4,500千円）

【工事の内容】

　道路舗装新設事業(工事請負費：15,500千円）
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のののの

実実実実

事業実施におけ

る課題

河川堤防での舗装新設の場合は河川占用協議が必要となるなど、他機関との協議

に時間を要す場合については、事業実施の遅れが懸念される。
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事業の

達成状況

一部路線について他機関(下水道)との調整により実施を見合わせた路線があった

が、生活道路として利用されいる未舗装で凹凸のある道路を、地域住民が安心して通

行できるように道路整備を実施した。
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容容容容

事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの

（対象や手段を見直す場合も含む）

２６年度における

事業の改善・見

直し内容（新規追

加事項、廃止・削

減事項等）
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２７年度以降

の改善案

利用対象者や交通量を考慮し、より有効的・経済的な舗装厚を設計に反映し、より多

件の申請に応えるようにする。
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施施施施
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果果果果

地元要望(区長申請等)に順次対応していること、また生活道路の安全走行の確保が

図られていることから現状維持と判断した。

判定理由

生活道路として利用されている未舗装道路を凹凸がなく安全に通行できることを目的

として当該事業を実施しており、廃止すれば歩行者等の安全性や利便性の向上が図

れなくなる。

地元区との調整を密に図ることで、事業を円滑に遂行する。
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一次評価のとおり。


